○○○○クラブ 規約「丹波市認定地域クラブ」規約例
スポーツクラブ用


第１条（名称）
本クラブは、（○○○○）クラブと称する。

第２条（目的）
本クラブは、（●●●●競技名）競技を通して、技術の向上を図ったり、会員相互の親睦を深めたり、社会性や規範意識を高めたりするなどして中学生の心身の健全育成を目的とする。

第３条（会員）
本クラブの会員は、次の(1)～(2)のいずれかとし、事務局に入会届けを提出し、承認を得るものとする。
　(1) 丹波市在住の中学生
　(2) 丹波市以外の在住中学生で、クラブが入会を認めた生徒とその保護者

第４条（入会）
本クラブへの入会は、所定の入会届けを事務局に提出し、承認を得るものとする。

第５条（退会）
本クラブから中学校卒業（引退）までに退会する場合、所定の退会届を事務局に提出する。

第６条（事務局及び活動拠点）
本クラブの事務局は、兵庫県丹波市○○町○○●●番地●（代表者宅）におく。また、活動拠点は「○○（例：
　○○中学校グラウンド（体育館・武道場）」とする。

第７条（事業）
本クラブは次の事業を行う。
　(1) 練習・活動等の実施
　(2) 大会等への参加
　(3) 他チームとの親善試合や練習試合の計画・実施
　(4) クラブ目的達成のために必要なその他事業

第８条（役員）
本会には次の役員をおく。また、連絡責任者や会計担当をおくこともできる。
役員は本クラブ総会において会員の互選において選出され、役員の任期は１年とし、再任を妨げない。
(1) 代  表１名
(2) 副代表１名
（連絡責任者）
（会  計）

第９条（役員の職務）
　　役員は以下の用務を行うものとする。
(1) 代表は、本クラブを代表し、会務を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。また、代表や指導者と連携し、
練習や練習試合の計画作成などの用務を行う。
　(3) 連絡責任者は、活動場所や練習試合、大会会場などの調整及びクラブ員への連絡の用務を行う。
  (4) 会計は、会費の徴収や練習会場等の使用料、大会参加料、指導者等への支払いを行い会計を管理する。

第10条（総会）
本クラブの総会は、代表が招集し、年１回●月に開催する。また、役員が必要と認めた場合には、臨時総会
を招集することができるものとする。
　(1) 総会の議長は副代表が行うものとする。
　
(2) 総会の任務は以下のとおりとする。
　　① 前年度の活動報告及び会計報告
　　② 当該年度の役員の選出
　　③ 当該年度の活動計画案及び予算案の承認
　　④ 規約の改正
　　⑤ クラブの解散
　　⑥ その他重要事項の審議・決定
　(3) 総会は保護者の３分の２以上の出席（委任状を含む）で成立し、決議事項は出席者の３分の２以上の承認
をもって成立するものとする。

第11条（役員会）
会長は必要に応じ役員会を開催することができる。役員会は第８条で定める者で構成し、以下の役割を行う。
(1) クラブ員の管理
(2) 運営状況の把握及び各種問題の解決
(3) 指導者の選任及び解任
(4) 指導者との練習・練習試合計画及び大会出場計画の協議
(5) クラブ員（生徒・保護者）との意見調整
(6) 規約見直し案の策定及び改定起案の作成
(7) 総会の準備及び進行

第12条（会費）
本会の会費は、クラブ員一人につき、月額○,○○○円とする。ただし、備品購入等、必要な場合は臨時に徴
　収する。

第13条（クラブ経費）
　　次の各経費については、クラブ負担とし徴収した会費で支出する。ただし、○○については別途個人で負担
するものとする。
※　○○については、各団体で検討
【例】
　(1) クラブユニフォーム・クラブ備品購入費
　(2) 指導者謝金
　(3) その他クラブ運営に必要な経費

第14条（指導料）
指導者には、指導料として月額○○,○○○円を上限として支払う。

第15条（活動要件）
本クラブの活動において次の要件を満たすこととする。
(1) スポーツ庁及び文化庁の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（令和４年１２月）」を遵守する。
(2) 活動中の生徒同士のトラブルについては、クラブ指導者及び役員を中心とするクラブ員（保護者）で対応する。
(3) クラブ員及び指導者は必ず「スポーツ安全保険」に加入するものとし、活動中の傷害などについてはその範囲内でのみ対応する。


付則　　本規約は令和●年●月１日から実施する。

以上
